
議案第 50号 

 

令和６年度大磯町一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度大磯町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 350,506千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 12,289,196千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の廃止は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

  令和６年８月 30日提出 

 

大磯町長 池田 東一郎    



－2－ －3－

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

1,612,185113,5951,498,59015 国 庫 支 出 金

1,050,122108,746941,3761 国 庫 負 担 金

556,6384,849551,7892 国 庫 補 助 金

813,69711,914801,78316 県 支 出 金

533,6148,597525,0171 県 負 担 金

225,1053,317221,7882 県 補 助 金

716,516△17,323733,83919 繰 入 金

24,90024,89731 特 別 会 計 繰 入 金

691,616△42,220733,8362 基 金 繰 入 金

727,363577,363150,00020 繰 越 金

727,363577,363150,0001 繰 越 金

398,58450,257348,32721 諸 収 入

255,64850,257205,3915 雑 入

365,800△385,300751,10022 町 債

365,800△385,300751,1001 町 債

12,289,196350,50611,938,690歳 入 合 計



－4－ －5－

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

1,814,90792,7521,722,1552 総 務 費

1,323,18578,1901,244,995 1 総 務 管 理 費

165,6937,210158,483 2 徴 税 費

112,8782,176110,702 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

177,5455,176172,369 7 地 域 協 働 費

4,261,736148,2404,113,4963 民 生 費

2,638,50619,3852,619,121 1 社 会 福 祉 費

1,623,130128,8551,494,275 2 児 童 福 祉 費

1,265,73390,2071,175,5264 衛 生 費

408,13789,807318,330 1 保 健 衛 生 費

857,596400857,196 2 清 掃 費

102,6432,72299,9216 農 林 水 産 業 費

6,9682,7224,246 2 林 業 費

606,0130606,0139 消 防 費

606,0130606,013 1 消 防 費

1,277,1621,5851,275,57710 教 育 費

335,085626334,459 1 教 育 総 務 費

12,88795911,928 6 保 健 体 育 費

45,00015,00030,00014 予 備 費

45,00015,00030,000 1 予 備 費

12,289,196350,50611,938,690歳 出 合 計



第２表　継続費補正

（変更） （単位　千円）

第３表　債務負担行為補正

（廃止） （単位　千円）

第４表　地方債補正

（追加） （単位　千円）

令和８年度 862,708

年割額

2,609,880

令和８年度 212,000

款 項 事　業　名

令和10年度 591,758

令和11年度 230,456

4,363,180

総　額 年　度

計 600

令和７年度 134,640

令和９年度 2,543,618

事　　　　項

0

期　　　　間 限　度　額

令和６年度 428,120

令和７年度

消防救急デジタル無線共
通波設備更新事業

600

　年3.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金等について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。ただ
し、町財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、又は繰上
償還若しくは低利に借
換えすることができ
る。

普通貸借

又　　は

証券発行

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

２ 総務費 １ 総務管理費

新庁舎整備事業
（来庁者臨時駐車場送迎バス委託料）

新庁舎整備事業

年割額

区　　　分

補　正　後

補　正　前

総　額 年　度

3,250,000

令和６年度から令和８年度まで 39,318

令和６年度
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（変更） （単位　千円）

利　率 償還の方法

　年3.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金等について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。ただ
し、町財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、又は繰上
償還若しくは低利に借
換えすることができ
る。

又　　は

普通貸借

起債の方法

同　上

補正前

0

証券発行

385,900

同　上 同　上

起 債 の 目 的

計

新庁舎整備事業

限度額区 分

補正後

補正前 385,900

0

補正後
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